様式例２０

制服の販売に関する協定書（案）
　埼玉県立　　　　学校（以下「甲」という。）と　　　　　　　　（以下「乙」という。）は、埼玉県立　　　　学校の制服（以下「制服」という。）の販売に関し、次のとおり協定を締結する。

　（総則）

第１条　乙は、別添の埼玉県立　　　　学校制服デザイン・仕様書（以下「デザイン・仕様書」という。）に基づいて製造した制服を、埼玉県立　　　　学校の生徒（入学許可候補者を含む。）又はその保護者（以下「生徒等」という。）に販売するものとする。

　（協定期間）

第２条　本協定の有効期間は、協定締結の日から平成　　年　　月　　日までとする。

　（規格）

第３条　制服の規格は、デザイン・仕様書のとおりとし、乙は、これを無断で変更してはならない。

　（販売価格）

第４条　乙は、制服の販売価格を適正な価格に設定するものとする。（ただし、別表の販売上限価格を上回ってはならない。）

２　乙は、販売価格又は付帯サービスに関し甲の指定する他の販売業者と協定を締結するなど、販売業者間の自由な競争を妨げ、生徒等に不利益を被らせるような行為をしてはならない。９
３　乙は、販売価格及び付帯サービスを毎年　　月　　日までに甲に書面をもって通知するものとする。

　（販売業者の紹介）

第５条　甲は、制服を購入する生徒等の利便性を図るため、甲が入学許可候補者に配布する入学のしおり等の資料の中で、指定制服販売業者として乙を紹介し、販売価格等を周知するものとする。

　（採寸）

第６条　乙は、デザイン・仕様書に従って、採寸を行うものとする。

　（変形関与の禁止）

第７条　乙は、制服の変形に関与してはならない。乙の販売した制服であると否とにかかわらず、販売後のものについても同様とする。なお、疑義があるときは、甲の確認を求めるものとする。

２　乙は、甲から制服の変形がある旨の指摘を受けた場合において、乙が制服の変形に関与していたときは、当該制服の変形を無償で修復しなければならない。

　（苦情の処理）

第８条　乙は、販売した制服に関し購入した生徒等から苦情の申し出がなされた場合は、的確に対応し、万全の措置を講じなければならない。この場合において、乙のみの判断で処理できないときは、直ちに甲と協議し、甲の指示に基づいて処理するものとする。

　（知的所有権）

第９条　制服のデザイン及び仕様の知的所有権は、甲に属する。

２　乙は、制服に関する写真等を掲載し、又は制服に関する展示を行う場合は、甲が承認又は指定したものを使用するものとする。　

　（権利の譲渡禁止）

第１０条　乙は、本協定により生じる権利及び義務を、第三者に譲渡して継承させ又は担保に供することはできない。

　（制服変更の通知）

第１１条　甲は、制服の規格を変更する場合は、原則として変更実施年度の４月の　　前までに、その旨を乙に書面をもって通知しなければならない。

　（協定の解除）

第１２条　甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、本協定を解除することができる。　本協定の解除により乙に損害が生じても、甲は、賠償の責めを負わない。

（１）協定の締結及び履行に関し不正の行為があったとき。

（２）協定を誠実に履行しないとき、又は履行の完了の見込みがないと認めたとき。

（３）協定の条項に違反したとき。

（４）協定解除の申し出があったとき。

　（その他）

第１３条　本協定に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。

　この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を所持するものとする。

  平成　　年　　月　　日

                                             　住　所

                                           甲  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代表者      

                                             　住　所　　

                                           乙  

                                               代表者     

※製造業者を指定する場合は、その旨の規定を設けます。
